
土・日曜・休日を除く
7:00 - 8:30

①

②スクールゾーンの通行には許可申請が必要です！
　スクールゾーンに面した住宅の方も例外ではなく、ス
クールゾーンを通行するやむを得ない理由がある方は、通
行許可申請を警察窓口で申請してください。詳しくは、吉川
警察署交通課交通規制係（☎048-958-0110）にお問い合
わせください。

いよいよ新年度がスタートし、新入生が通学班での登校を始めます。児童の安全を守りましょう。
町内には児童が安全に通学できるように、スクールゾーンを設置しています。
スクールゾーンは、標識に表示されている曜日、時間帯は一般車両（自動車・バイク）を運転して通行することができません。

　町内には、子どもたちが安全に通学できるようスクールゾーン（３か所）が設置
されています。

① 区間　田島296-2先〜田島神社手押し信号
 時間　7：30〜8：30
② 区間　みどり団地入口〜浦和野田線
 時間　7：00〜8：30
③ 区間　下赤岩546-20〜弥生橋
 時間　7：00〜7：30 
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スクールゾーン内の道路では、車両通行禁止時間
帯は許可車を除く一般車両の通行はできません。

スクールゾーンの
交通標識の一例

児童の安全を守る「スクールゾーン」

児童の安全を守りましょう

問合せ 総務課 地域安全担当 ☎991-1895

①
②
③
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